
○甲賀市個人情報保護条例施行規則 

平成１６年１０月１日 

規則第１４号 

改正 平成１７年６月１５日規則第３５号 

平成１９年３月２９日規則第１９号 

平成２０年３月２４日規則第５号 

平成２０年５月３０日規則第３８号 

平成２２年２月１日規則第４号 

平成２８年３月２２日規則第１４号 

平成２９年３月３０日規則第８号 

平成２９年１２月１１日規則第４９号 

平成３０年３月３０日規則第８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、甲賀市個人情報保護条例（平成１６年甲賀市条例第１６号。

以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

（要配慮個人情報） 

第２条の２ 条例第２条第３号の実施機関で定める記述等は、次に掲げる事項のい

ずれかを内容とする記述等（本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。）

とする。 

（１） 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の市長が定

める心身の機能の障害があること。 

（２） 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者（次号におい

て「医師等」という。）により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康

診断その他の検査（同号において「健康診断等」という。）の結果 

（３） 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由

として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若

しくは調剤が行われたこと。 

（４） 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提



起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。 

（５） 本人を少年法（昭和２３年法律第１６８号）第３条第１項に規定する少

年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の

少年の保護事件に関する手続が行われたこと。 

（個人情報取扱事務登録簿） 

第３条 条例第６条第１項に規定する個人情報取扱事務登録簿の様式は、様式第１

号とする。 

２ 条例第６条第１項第８号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるもの

とする。 

（１） 個人情報取扱事務の開始時期 

（２） 個人情報の記録形態 

（３） 目的外利用及び外部提供の有無 

（４） 外部処理委託の有無 

（５） 個人情報取扱事務の根拠となる法令その他の名称 

（開示等請求書） 

第４条 条例第１９条第１項に規定する請求書の提出は、個人情報開示等請求書（様

式第２号）により本人又は法定代理人等が行うものとする。 

２ 条例第１９条第１項第３号に規定する事項は、請求の目的、開示方法の区分と

する。 

３ 請求書を提出しようとする者は、本人又はその法定代理人等であることを明ら

かにするために、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を提示し、

又は提出しなければならない。 

（１） 本人が請求する場合 運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証その他

これらに類するものとして市長が適当と認める書類 

（２） 本人に代わって法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号

に掲げる書類及び戸籍謄本その他当該法定代理人の資格を証明する書類として

市長が適当と認める書類 

（３） 個人情報の本人と特別の関係がある代理人が請求する場合 当該代理人

が第１号に掲げる書類及び委任状、代理権授与通知書又は医師の診断書その他

本人の意思に基づいて代理行為を行っていることを明らかにする書類として実



施機関が適当と認める書類 

（開示請求等の決定通知） 

第５条 条例第２０条第２項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に掲げる通知書により行うものとする。 

（１） 開示の請求に対する決定 個人情報開示請求決定通知書（様式第３号） 

（２） 開示の請求を拒否する決定 個人情報開示請求拒否決定通知書（様式第

４号） 

（３） 開示の請求に係る個人情報を保有していないことにより開示しない旨の

決定 個人情報開示請求不存在決定通知書（様式第５号） 

（開示等決定の期間延長の通知） 

第６条 条例第２０条第４項の規定による通知は、個人情報開示決定等期間延長通

知書（様式第６号）により行うものとする。 

２ 条例第２１条の規定による通知は、個人情報開示決定等期間特例延長通知書（様

式第７号）により行うものとする。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知） 

第７条 実施機関は、条例第２２条第１項又は第２項の規定により、同条第１項に

規定する第三者に意見書を提出する機会を与えようとするときは、その旨を個人

情報開示に係る照会書（様式第８号）により、当該第三者に通知しなければなら

ない。 

２ 条例第２２条第１項又は第２項に規定する意見書は、個人情報開示に係る意見

書（様式第９号）とする。 

３ 条例第２２条第３項の規定による通知は、個人情報開示決定に係る通知書（様

式第１０号）により行うものとする。 

（個人情報の開示の日時及び方法） 

第８条 条例第２３条第１項に規定する個人情報の開示は、実施機関が指定する日

時及び場所において本人又は法定代理人であることを確認して関係職員の立会い

のもとに行うものとする。 

（個人情報の写しの交付） 

第９条 条例第２３条第２項の規定による個人情報に係る部分の写しの交付につい

ては、当該請求のあった個人情報１件につき１部とする。 



（電磁的記録の公開の方法） 

第１０条 電磁的記録についての条例第２３条第２項第２号に規定する実施機関が

定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方

法とする。ただし、第３号イに定める方法にあっては、公開請求に係る電磁的記

録の全部を公開する場合において、実施機関が現に保有する機器で容易に対処す

ることができるときに限る。 

（１） 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを市が

保有する機器により再生したものの聴取又は録音カセットテープに複写したも

のの交付 

（２） ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディス

クを市が保有する機器により再生したものの視聴又はビデオカセットテープに

複写したものの交付 

（３） その他の電磁的記録 次に掲げる方法のいずれか 

ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付 

イ 当該電磁的記録を再生したものの閲覧若しくは視聴又はフロッピーディス

クその他これに類するものに複写若しくは複製したものの交付 

２ 前項に規定する方法による電磁的記録の公開にあっては、電磁的記録の保存に

支障が生ずるおそれがあると認められるときは、当該電磁的記録を複写したもの

により行うことができる。 

（訂正等請求） 

第１１条 条例第２６条第１項に規定する請求書の提出は、個人情報訂正等請求書

（様式第１１号）により本人又は法定代理人等が行うものとする。 

２ 条例第２６条第１項第４号に規定する事項は、訂正又は利用停止の区分、請求

の目的とする。 

３ 請求書を提出しようとする者が本人又はその法定代理人等であることを明らか

にする方法については、第４条第３項の規定を準用する。 

（訂正等請求の決定通知） 

第１２条 条例第２７条第２項に規定する通知は、個人情報訂正等決定通知書（様

式第１２号）により行うものとする。 

（訂正等決定の期間延長の通知） 



第１３条 条例第２７条第４項の規定による通知は、個人情報訂正等決定期間延長

通知書（様式第１３号）により行うものとする。 

２ 条例第２８条の規定による通知は、個人情報訂正等決定期間特例延長通知書（様

式第１４号）により行うものとする。 

３ 条例第２９条第２項の規定による通知は、個人情報訂正等通知書（様式第１５

号）により行うものとする。 

（審査請求手続等） 

第１４条 条例第３０条の規定に基づく審査請求の手続は、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。 

（１） 審査請求 個人情報開示決定審査請求書（様式第１６号） 

（２） 審査請求の処埋簿 個人情報開示決定審査請求処理簿（様式第１７号） 

（３） 審査請求の却下 個人情報開示決定審査請求却下通知書（様式第１８号） 

（４） 審査請求に対する裁決 個人情報開示決定審査請求裁決通知書（様式第

１９号） 

（審議会諮問通知書） 

第１５条 条例第３１条の規定による通知は、個人情報保護審議会諮問通知書（様

式第２０号）により行うものとする。 

（第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知） 

第１６条 条例第３２条において準用する条例第２２条第３項の規定による通知は、

審査請求に対する裁決に基づく開示実施日等通知書（様式第２１号）により行う

ものとする。 

（審議会の会長） 

第１７条 甲賀市個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）に会長を置き、

会長は委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する

委員が、その職務を代理する。 

（審議会の会議） 

第１８条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 審議会の会議の議長は、会長をもって充てる。 



３ 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

４ 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

（審議会の公印） 

第１９条 審議会が使用する公印の名称、ひな形、寸法及び用途等は、次のとおり

とし、総務部総務課長がこれを保管する。 

公印の名称 ひな形 書体 寸法（ミリ

メートル）

用途 

甲賀市個人情報保護

審議会長之印 

 

れい書 方２４ 審議会長名をもって

発する文書用 

２ 公印の取扱いについては、甲賀市公印規則（平成１６年甲賀市規則第１０号）

の規定を準用する。 

（審議会の庶務） 

第２０条 審議会の庶務は、総務部総務課において行う。 

（補則） 

第２１条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長

が審査会に諮って定める。 

（費用負担） 

第２２条 条例第４２条に規定する保有個人情報の写しの作成に要する費用は、甲

賀市情報公開条例施行規則（平成１６年甲賀市規則第１２号）の規定によるもの

とする。 

（出資法人） 

第２３条 条例第４５条の市が出資する法人で別に定めるものは、市が資本金その

他これに準ずるものの２分の１以上の額を出資している法人とする。 

（運用状況の公表） 

第２４条 条例第４４条に規定する運用状況の公表は、毎年６月３０日までに行う

ものとする。 

２ 運用状況の公表は、前年度における次に掲げる事項を明らかにして行うものと

する。 



（１） 個人情報開示等の請求件数 

（２） 個人情報開示等請求の決定件数 

（３） 審査請求の件数 

（４） その他市長が必要と認める事項 

３ 運用状況の公表は、市の広報紙への掲載その他適宜の方法により行うものとす

る。 

（その他） 

第２５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１６年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の水口町個人情報保護条例施行規則

（平成１５年水口町規則第１０号）、甲賀町個人情報保護条例施行規則（平成１

２年甲賀町規則第３１号）又は信楽町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関

する条例施行規則（昭和６３年信楽町規則第３号）の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

付 則（平成１７年規則第３５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年７月１日から施行する。 

（甲賀市個人情報保護審議会規則の廃止） 

２ 甲賀市個人情報保護審議会規則（平成１６年甲賀市規則第１５号）は、廃止す

る。 

付 則（平成１９年規則第１９号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

付 則（平成２０年規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２０年規則第３８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２２年規則第４号） 



この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２８年規則第１４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の甲賀市個人情報保護条例施行規則の規定（様式第１号の改正規定を除

く。）は、この規則の施行後にされた開示決定等、訂正等の決定等又は開示請求

若しくは訂正等請求に係る不作為について適用し、この規則の施行前にされた開

示決定等又は訂正等の決定等については、なお従前の例による。 

付 則（平成２９年規則第８号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

付 則（平成２９年規則第４９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（平成３０年規則第８号） 

この規則は、甲賀市個人情報保護条例の一部を改正する条例（平成３０年甲賀市

条例第５号）の施行の日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

様式第６号（第６条関係） 

様式第７号（第６条関係） 

様式第８号（第７条関係） 

様式第９号（第７条関係） 

様式第１０号（第７条関係） 

様式第１１号（第１１条関係） 

様式第１２号（第１２条関係） 

様式第１３号（第１３条関係） 

様式第１４号（第１３条関係） 

様式第１５号（第１３条関係） 

様式第１６号（第１４条関係） 

様式第１７号（第１４条関係） 

様式第１８号（第１４条関係） 

様式第１９号（第１４条関係） 

様式第２０号（第１５条関係） 

様式第２１号（第１６条関係） 

 


